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女性の経済状況とジェンダーの公平性に関わる両立支援策の
あり方―ルクセンブルク所得研究（LIS）が得た知見から―

ジャネット・ゴルニック

ただいまご紹介にあずかりました，ルクセンブ
ルク所得研究センター長のジャネット・ゴルニッ
クと申します。この度は，私を日本に招待してい

ただき，また，こうした場で発表の機会を与えて
いただきましたことを，心より嬉しく，また，感
謝申し上げます。

【基調講演 1】

第15回厚生政策セミナー　�

テーマ　　　暮らしを支える社会保障の構築
―様々な格差に対応した新しい社会政策の方向―

開会の辞 ………………………………………………（国立社会保障・人口問題研究所所長）西 村 周 三

問題提起 ……………………（国立社会保障・人口問題研究所社会保障基礎理論研究部長）金 子 能 宏

第1部　基調講演
基調講演1
 …（ニューヨーク市立大学教授／ルクセンブルク所得研究センター長）ジャネット・ゴルニック
基調講演2 …………………………………………………（京都大学大学院文学研究科教授）落合 恵美子
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閉会の辞 ……………………………………………（国立社会保障・人口問題研究所副所長）髙 橋 重 郷
�
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では，早速ではあります
が，本題に入らせていただ
きたいと思います。本日
は，3つのテーマについて
お話をさせていただきたい
と思います。まず，通称
LIS（Luxembourg Income 
Study）と呼ばれているル

クセンブルク所得研究センターについてです。
LISとはどういった組織なのか，その取り組みと
これまでの成果，さらに，現在LISが推進してい
る調査研究の傾向と概要を説明いたします。2点
目は，LISのデータに基づく最近の研究成果とし
て，「女性，貧困，および，社会政策レジーム：国
際比較分析」というLISのワーキング・ペーパー

（Gornick and Jäntti, 2010）の内容をご紹介させて
いただきます。本日は，この論文の共同執筆者で
あるストックホルム大学教授のマーカス・ジャン
ティ氏もこの場にいらっしゃいますのでご紹介さ
せていただきます。この研究の英語版は，既に
ウェブ上で公開されておりますが，日本でのこの
会議のために，日本語に翻訳して頂いたと伺って
おります。LIS研究の関連で少し宣伝をさせてい
ただくと，LISワーキング・ペーパーの最新版は，
ピーター・ソンダーズ，ロイ・センツベリー両氏
との共同研究で，特に日本を対象とした貧困に関
する政策研究です。そして，最後に，女性の仕事
と家庭の両立支援についてお話をさせていただき
たいと思います。私は，『ジャーナル・オブ・ヨー
ロピアン・ソーシャル・ポリシー』誌で，家庭，
休暇，ジェンダーとその公平性に関する研究をま
とめました。この論文では，私が長年取り組んで
まいりました仕事と家庭の両立支援策に関する解
説を行ったのですが，その中には，最近の日本に
おける研究も盛り込んでおります。

ルクセンブルク所得研究センター（LIS）は，
1983年に設立されて既に27年が経過しました。本
部は名前の通りルクセンブルクにありますが，そ
のほかに，ニューヨーク市立大学にサテライトオ
フィスがあり，また，ストックホルムにあるヤン

ティ博士の研究室を出先機関としております。
LISの主要な活動の1つは，個人および一般世帯を
対象とする個票レベルのマイクロデータを研究者
へ提供することです。このマイクロデータには，
2種類のデータベースがあります。まず，大規模
なものは，ルクセンブルク所得研究のデータベー
ス（LIS）です。これは，所得のデータベースで
あり，40カ国から集められた，およそ200のデー
タベースが盛り込まれております。このデータ
は，1980年から2006年にかけて5年ごとに集めら
れていて，既に6回の集計がされています。ほ
とんどのデータは，高位所得の国々から集められ
ておりますが，今後3年，ないしは5年間に，15
カ国の中位所得国のデータを追加することになっ
ていて，LISは新たな展開を迎えることになりま
す。もうひとつは，LWS（Luxembourg Wealth 
Study）と呼ばれる小規模データベースです。
LWSは，2007年に始められたルクセンブルク資産
研究のことで，10カ国の高位所得国から集められ
た15のデータセットを有し，相互に比較可能な情
報となっております。LWSは，われわれの新しい
エキサイティングな取り組みであると自負してお
ります。高所得層を対象とした資産に関するこう
した国際比較研究の取り組みは，世界で初めての
ことです。そして，今期には，日本からのマイク
ロデータも新たにLWSのデータベースに加わり
ました。後ほど，皆さまからのご質問もあろうか
と思いますが，日本の参加は，ルクセンブルク資
産研究にとって非常に価値のあることでした。さ
らに，所得データベースにも，日本からの情報を
取り入れていきたいと考えております。近い将来
には，ルクセンブルク，オーストリア，スペイン
も参加予定です。

ここで，LISについて，少し詳細な説明をさせ
ていただきます。LISデータには，所得，税金，
公的・私的な所得移転に加えて，世帯人口統計や
労働市場における諸活動に関するデータも含まれ
ております。また，いくつかのデータセットには
消費と支出に関するデータも盛り込まれていま
す。LISデータは，3つの経路からのアクセスが可
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能となっています。まず1つは遠隔操作によるア
クセスです。研究者は，世界中のさまざまな場所
からパスワードとIDを入力することで，マイクロ
データにリモートでアクセスし，多岐にわたる
データを取り込むことができます。2つ目はウェ
ブタブという方式によるもので，ウェブタブレー
ターと呼ばれるオンラインの作表ソフトによっ
て，それぞれの研究者が必要とする表や図を自由
自在に作ることができます。最後にいくつかの重
要な統計指標，例えば，貧困や雇用データ，ある
いは，公平性に関するデータは，すべての研究者
が利用可能なように公に提供されています。LIS
データについて，こうした複数のアクセス経路を
設けたのは，どのようなITスキルの研究者にとっ
てもアクセス可能で利用しやすくするためです。

LISデータは，経済学者，社会学者，および，
政策研究者によって利用され，貧困，所得分布，
所得の動向，市場における不均衡などが主とした
研究対象となっております。また，国レベルでの
LISによるマクロ指標と，他国のデータと比較検
証することによって，政治学の研究にも応用され
ております。ルクセンブルク所得研究センターで
は，客員研究員プログラムやトレーニングワーク
ショップを開催しており，先ほど申し上げたよう
に，その研究成果は，およそ600のワーキング・
ペーパーなどを通じて，既に公表されておりま
す。われわれは，それぞれの国のデータの制作者
のポリシーを尊重し，LISデータのアクセスを無
制限には認めておりません。しかし，日本はルク
センブルク所得研究の加盟国となっておりますの
で，日本出身の研究者に対しては，無料で利用可
能な体制がようやく整いました。NSTC（Non-
student in financially-contributing country）との
共同で，皆さまのご研究にもぜひ活用していただ
ければ幸いです。データの利用方法の詳細につき
ましては，後ほどお話をさせていただきたいと思
います。パンフレットも用意してまいりましたの
で，ぜひご覧ください。LISデータの紹介につい
ては以上です。

では，冒頭でお話しした研究について，具体的
な内容をご紹介しましょう。女性の貧困は，皆さ
まにとっても非常に関心の高いものであると思い
ます。LISデータによって，どのような研究が可
能であるのか，その点についても留意しながら説
明していきたいと思います。私どもが利用したの
は，2010年に作成されたデータで，26カ国が分析
の対象となっております。英語圏からは，オース
トラリア，カナダ，アイルランド，イギリス，米
国の5カ国，ヨーロッパ大陸からは，オーストリ
ア，ベルギー，フランス，ドイツ，ルクセンブル
ク，オランダの6カ国，北欧では，福祉大国デン
マーク，フィンランド，ノルウェー，スウェー
デンの4カ国，東欧は，EU移行後のハンガリーと
スロベニアの2カ国，南欧は，ギリシャ，イタリ
ア，スペインの3カ国，中南米からは，ブラジル，
コロンビア，グアテマラ，メキシコ，ペルー，ウ
ルグアイの新規に参画した6カ国です。中南米の
データは2004年（第6回調査）のものですが，そ
れ以外の国々は2000年（第5回調査）のデータに
なります。

この研究では，「世帯」を基本とした貧困につい
て検証をすることにします。言うまでもなく，
ジェンダー・ギャップや貧困について研究する上
では，「世帯」をどう捉えるかということが大きな
課題となっております。一般的に，貧困を論ずる
場合には「個人」のレベルで語られることがほ
とんどですし，LISでも「個人」に着目した貧困
の指標や貧困研究が多々行われておりますが，今
回のわれわれの研究では「世帯」を対象とした貧
困を考えていくことにします。したがって，「個
人」を対象とした研究については，今回は触れな
いことにします。

さて，ここでは，世帯所得について次の2つの
指標を使います。まず1つは，税引き後における
所得移転（再分配）前の所得です。賃金収入，現
金ベースでの資産所得，企業年金からの所得を合
計したものから，所得税および給与税や社会保険
料負担などの義務的な負担をひいた所得で，ここ
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ではPreと呼ぶことにします。もう一つは税引き
後における所得移転（再分配）後の所得です。後
者は，調整前の所得であるPreに，私的な所得移
転，および，福祉大国では欠かせない2つの要素
である社会保険と社会扶助を加算した所得で，こ
こではPostと呼ぶことにします。ここでは，こう
した世帯所得に対して世帯の規模を考慮した調整
を行います。世帯所得の調整にはさまざまな方法
が存在しますが，われわれは等価法式，つまり，
非調整所得を世帯規模の平方根をもって割る次の
ような方法を用いました。

4 

 

慮した調整を行います。世帯所得の調整にはさまざまな方法が存在しますが、われわれは
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この式で，YADJは調整済みの所得，Yは分析内
容によってことなりますが，所得移転（再分配）
前後いずれかの所得，世帯規模は世帯構成員の人
数を示しています。これは，世帯規模が大きくな
るにつれ世帯コストが低くなるという，規模の経
済の性質を利用した方法で，規模の経済を100％
享受している場合の半分にあたる0.5を採用し
ます。

次に，より詳細な方法論などについては，実際
の論文でご確認いただきたいと思いますが，ここ
では相対的な指標，つまり，相対的な貧困率の測
定を行っております。相対的貧困率とは，まず世
帯規模によって調整した等価可処分所得を算出
し，それが全国平均の50％に満たない場合には，
相対的な貧困状態にあると考えます。さらに，こ
こでは，相対的貧困率との比較対照のため，同じ
LISデータを用いた絶対的貧困率も計算してみま
した。絶対的貧困率は，貧困線を1つ選択して，
購買力平価による国ごとの貧困率を算出したもの
です。このワーキング・ペーパーでは，2005年に
おけるアメリカの4人家族の貧困線を基準にし
て，各国の貧困線を算出しております。

では早速，女性の貧困について国際比較を行っ
た結果について，4つの図をお示ししながら説明

させていただきます。1つ目は，所得移転（再分
配）後の所得で測った相対的貧困率と絶対的貧困
率との違い，2つ目は，相対的貧困率の所得移転

（再分配）前後における違い，3つ目は所得移転
（再分配）後の所得で測った相対的貧困率の世帯
形態による違い，そして，最後は同じく所得移転

（再分配）後の所得で測った相対的貧困率の労働
市場における地位の違いをそれぞれ示していま
す。男女間の差異などさらに踏み込んだ議論につ
きましては，ここではご説明を省かせていただき
ますので，論文の方でご確認いただきたいと思い
ます。

図1は，再分配後の所得で測った相対的貧困率
と絶対的貧困率との相関を示しています。横軸に
は相対的貧困率，縦軸には絶対的貧困率をとって
います。前にお話ししたように，貧困率の計算の
基となった所得は世帯規模によって調整済みで
す。ではまず，横軸をご覧ください。相対的貧困
率については，分析対象となった国を地域別にグ
ルーピングしており，その特徴が顕著に表れてい
ます。クラスター（つまり，集団）による分析は，
しばしばこうした研究において採用される手法で
す。横軸にとった相対的貧困率を左から右へと見
ていってください。女性の貧困率は，クラスター
ごとの平均で，北欧諸国で4％，ヨーロッパ大陸
諸国で6％，2カ国ですが東欧諸国でも6％，南欧
諸国ではおよそその2倍の11％，英語圏諸国で
13％，中南米は19％となっております。したがっ
て，女性の相対的な貧困率は，ここでは地域別で
かなりばらつきがあることがおわかりになると思
います。

次に，縦軸は絶対的貧困率を示しています。相
対的貧困率と同様に，絶対的貧困率も地域によっ
てばらつきがあるということがわかります。しか
し，ばらつきのパターンが，先ほどご覧いただい
た相対的貧困率とは若干異なります。北欧諸国と
ヨーロッパ大陸諸国では同じ5％であるのに対し
て，英語圏諸国ではその2倍の11％，南欧諸国で
はさらにその2倍の20％となっております。東欧
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の2カ国については，EU移行後のスロベニアで
24％，中位所得国のハンガリーでは71％となって
いて，中南米では86％となっています。では，こ
れらの結果から導き出すことができる結論はどう
いうものなのでしょうか。まず1点目は，貧困の
動向を検証する場合，国際比較をする上で地域別
にクラスター分析をすることが非常に有益である
ということです。2点目は，相対的貧困と絶対的
貧困は明確に識別されるべき概念であるというこ
とです。これについては，国際比較研究をやって
いる研究者の間でかなり議論を尽くしてきまし
た。相対的貧困と絶対的貧困の違いを検証する意
味でも，中位所得国をLISデータのアーカイブに
加えることは，非常に大きな意味を持っているこ
とがおわかりになると思います。

次に，図2を見ながら，国家の役割について考

えてみたいと思います。図2は，中年層の女性を
対象として，縦軸に再分配前の相対的貧困率，横
軸に再分配後の相対的貧困率をとった図です。こ
こで，左下から右上と伸びている45°の対角線上
の点は，再分配前後の所得で測った貧困ラインが
同一であることを表しています。したがって，
45°の対角線よりも左上にすべての国がマッピン
グされているということは，貧困が所得移転に
よって軽減されるということを示しています。

では，国別の状況はどうなっているでしょう
か。ここでは，ある算定テクニックを採用するこ
とによって，国別の所得移転の特徴を浮かび上が
らせることができます。それは，（Pre－Post）／
Preという計算式で，研究者が貧困軽減率の差異
を測定するためにしばしば用いる方法です。ここ
では，45°の対角線から乖離した上方に位置する

注）　 それぞれの国名は以下の通り。AUオーストラリア，CAカナダ，IEアイルランド，UKイギリス，US米国，ATオースト
リア，BEベルギー，FRフランス，DEドイツ，LXルクセンブルク，NLオランダ，DKデンマーク，FIフィンランド，NO
ノルウェー，SWスウェーデン，HUハンガリー，SIスロベニア，GRギリシャ，ITイタリア，ESスペイン，BRブラジル，
COコロンビア，GTグアテマラ，MXメキシコ，PEペルー，UYウルグアイ。

図1　貧困世帯に属する女性の割合　絶対的貧困　対　相対的貧困（税引後，所得移転（再分配後））
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ほど，公的な所得移転の役割が大きくなっている
と解釈することができます。中南米では，所得移
転によって24％～ 32％貧困が軽減されます。英
語圏諸国と南欧諸国がその次に位置しており，
43％～ 45％の貧困が軽減されています。ヨー
ロッパ大陸諸国では，66％～ 67％の軽減が見られ
ます。東欧諸国では，72％～ 75％の軽減率になっ
ており，例えば，ハンガリーでは，Preで測った
貧困率が30％なのに対して，Postでは7％まで低
下しています。最後に，北欧諸国については，貧
困率がおよそ80％大幅に軽減されています。ここ
から導き出される結論は，非常に単純で分かりや
すいものであると思います。それは，公的な所得
移転によって貧困の軽減が実現されるということ
と，その軽減度合いは，国家をグルーピングした
地域別のクラスターによってばらつきがある，と

いうことです。
図3は，国ごとの女性観の違いを示していま

す。図3は，50％を中央値として所得移転後の所
得で測った女性の相対的貧困率を表しています。
この図の中では，各国の女性の貧困率を世帯類型
ごとに4つのサブグループに分けています。4つの
サブグループとは，「パートナーあり，子どもあ
り」，「パートナーあり，子どもなし」，「パート
ナーなし，子どもあり」（つまり，シングルマ
ザー），そして，「パートナーなし，子どもなし」

（つまり，単身の女性）です。パートナーとは結婚
相手，または，同居している相手をさし，ここで
はこの2つを同じグループとして扱っています。
これについては議論の余地があるかもしれま
せん。この図から分かることは，かなり自明なこ
とだと思います。結論としては，相対的貧困率に
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注）　 それぞれの国名は以下の通り。AUオーストラリア，CAカナダ，IEアイルランド，UKイギリス，US米国，ATオースト
リア，BEベルギー，FRフランス，DEドイツ，LXルクセンブルク，NLオランダ，DKデンマーク，FIフィンランド，NO
ノルウェー，SWスウェーデン，HUハンガリー，SIスロベニア，GRギリシャ，ITイタリア，ESスペイン，BRブラジル，
COコロンビア，GTグアテマラ，MXメキシコ，PEペルー，UYウルグアイ。

図2　貧困世帯に属する女性の割合　所得移転（再分配）前の貧困　対　所得移転（再分配）後の貧困
　（相対的貧困率）
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とっては家族構成がかなり重要な要素ではある
が，その重要性が国によって異なるということ
です。

図3を見て最初に気付くのは，シングルマザー
が一番貧困の可能性が高いということです。シン
グルマザーの貧困世帯に占める確率は25％で，こ
の現象はほとんどどこの国でも同じです。ただ4
カ国例外があります。福祉大国デンマーク，
フィンランド，ノルウェー，スウェーデンの北欧
4カ国です。ここでは，子どもなしの単身女性の
方が，母親である人よりも貧困率が高くなってい
ます。これは，子どもがいるかどうかで所得移転
が大きく異なるためだと思います。また，グアテ
マラは結婚している女性の方が単身の女性よりも
貧困の確率が高くなっています。シングルマザー
の貧困率について，もう一つ顕著な傾向は，英語

圏諸国における彼らの相対的貧困率が37％～
40％と一番高いということです。

ほかにもう2点，この図3で指摘しておかなけれ
ばならない点があります。まず1点目は，パート
ナーありの女性の中では，子どもがいることが貧
困率の高さとつながっているということです。ス
ウェーデン以外ではすべての国でそうした傾向が
認められます。決して驚くことでありませんが，
さらに分析を進めると，子どもがいるということ
で就労機会が減り，母親の所得が減るわけです。
つまり子どもがいることによって，ペナルティー
があり，結果，子どもがいる世帯は，子どもがい
ない世帯に比べて貧困率が高くなるというメカニ
ズムが働いています。2点目は，貧困率の格差は，
結婚している女性で子どもなしが特にラテンアメ
リカで高くなっているという点です。こうした背

注）　 それぞれの国名は以下の通り。AUオーストラリア，CAカナダ，IEアイルランド，UKイギリス，US米国，ATオースト
リア，BEベルギー，FRフランス，DEドイツ，LXルクセンブルク，NLオランダ，DKデンマーク，FIフィンランド，NO
ノルウェー，SWスウェーデン，HUハンガリー，SIスロベニア，GRギリシャ，ITイタリア，ESスペイン，BRブラジル，
COコロンビア，GTグアテマラ，MXメキシコ，PEペルー，UYウルグアイ。

図3　貧困世帯に属する女性の割合　世帯形態別（所得移転後の相対貧困率）
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景には，ラテンアメリカ諸国では，公的な移転所
得が少ないということがあると思います。

この研究の最後に，労働市場内の地位別に女性
の貧困率を検証しています。図4は，図3と同様
に，中年層の女性を対象として，所得移転後の所
得で測った相対的貧困率を示しています。そし
て，各国の女性の貧困率を，労働市場における地
位が低い人と中程度から高い人の2つのサブグ
ループに分けて示しています。労働市場内におけ
る地位の定義は，年収が，男女を含めた所得分布
の下から5分の1以下の者を「低位」，所得分布の
上から5分の4の者を「中高位」としました。した
がって，「低位」には所得ゼロの人も含まれてい
ます。

まず中高位のグループを見てみますと，言うま

でもなく，貧困率は非常に低くなっています。た
だし，中高位の女性の間でも，相対的貧困率は国
によって10％ぐらいのばらつきがあります。次
に，より低い労働市場地位の女性の貧困率を見る
と，26カ国の平均で，中高位の女性と比べ相対的
貧困率は約5倍になっています。労働市場内での
地位が低い女性の相対的貧困率は，ルクセンブル
クが8％，英語圏諸国の平均が30％とかなりばら
つきがあります。英語圏のなかでも，アイルラン
ドとカナダは貧困率が非常に高いといわれていま
す。ここでも，地域別のクラスタリングが有効な
分析ツールであることがおわかりになると思いま
す。労働市場内での地位が低い女性の中で，相対
的貧困率は国によって20％から30％のばらつきが
あり，中南米諸国や英語圏諸国で特に貧困率は高
くなっています。
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注）　 それぞれの国名は以下の通り。AUオーストラリア，CAカナダ，IEアイルランド，UKイギリス，US米国，ATオースト
リア，BEベルギー，FRフランス，DEドイツ，LXルクセンブルク，NLオランダ，DKデンマーク，FIフィンランド，NO
ノルウェー，SWスウェーデン，HUハンガリー，SIスロベニア，GRギリシャ，ITイタリア，ESスペイン，BRブラジル，
COコロンビア，GTグアテマラ，MXメキシコ，PEペルー，UYウルグアイ。

図4　貧困世帯に属する女性の割合　労働市場内の地位別（相対的移転所得受取後の相対的貧困率）
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図4についての考察をさらに深めるために，お
手元の資料の表1についてご説明申し上げます。
表1は，所得移転後の所得で測った相対的貧困率
を，労働市場内の地位別，および，性別で見た表
です。女性についてのコラムは図4の数値と同じ
ですが，表1では，男性の貧困率と男女の貧困率
の差が，労働市場内の地位ごとに算出されてい
ます。

表1の結果は，非常に興味深いものとなってい
ます。私自身，最初にこの結果を見たときに少し
驚きましたが，すぐに，なるほどと理解いたしま
した。この結果は，ほとんどすべての国で，男性
の方が女性よりも貧困率が高いということを示し
ています。これは，少し意外にも思えますが，し
かし，ちょっと考えてみると，予想できないこと
ではありません。どの国においても一般的に，女
性の方は，労働市場内にいる人が少なく，また所
得も少ないです。しかしながら，女性は，男性と
パートナーを組むことで貧困から救われる傾向に
あるということを示しているわけです。しかし，
その反対というのはありません。つまり，女性よ
りも男性の方が労働市場の地位が低い場合には，
やはりパートナーも労働市場の地位が低い確率が
高く，両者の所得が低いということで，世帯も貧
困である確率が高いということになります。これ
でちゃんとした説明になっているでしょうか。多
くの方がうなずいてらっしゃるので，おそらくお
分かりいただけたと思います。

この結果は2つのことを意味しています。この
ことがまさに，女性の仕事や経済的安定性，
ジェンダーについて研究しているわれわれ多くの
研究者にとっての中心的な課題になろうかと思い
ます。第1に，家族が，女性の所得や所得移転に
とって重要な存在であり，第2に，家族の経済的
安定性は，男性パートナーの所得に依存している
ということです。女性は，労働市場内における地
域が低く，男性と同レベルの所得が確保できてい
ません。もちろん国によるばらつきはあります
が，女性の経済的地位の低さが，ある意味，所得

移転に関して諸刃の剣となっている，ということ
は各国共通のテーマです。そして，女性にとっ
て，男性パートナーの存在が，貧困に対する所得
保障を提供しているということです。したがっ
て，家族内の所得移転をそういった形でとらえな
ければなりません。しかし他方，このことは，
ジェンダーの公平性という意味では非常に問題が
あります。つまり，女性の経済的基盤が脆弱であ
るがゆえに，女性の場合，貧困に対する保障は，
男性パートナーが経済的に成功を収め続けるか否
か，さらには，家族が崩壊せず維持されているか
否かに依存している，ということです。これが，
この表からお分かりいただけると思います。

それでは，最後に少し話題を変えて，別のテー
マについてお話をしながら，今後の展望について
述べさせていただきたいと思います。今回は，ル
クセンブルク所得研究についての結果とともに，
私自身の研究テーマである，家族や家庭と仕事の
両立支援ということについても触れるように依頼
を受けておりましたので，最近の研究からハイラ
イトを1つお話ししたいと思います。

皆さま，既にご存じのことと思いますが，仕事
と家庭の両立支援策については，数多くの研究が
行われています。女性の雇用状況は，寛容で男女
平等な仕事と家庭の両立支援策によって改善さ
れ，強化されます。仕事と家庭の両立支援策とい
うのは，OECD諸国でもよく聞かれます。家族に
優しい，女性に優しい政策という言い方もします
が，私は，仕事と家庭の両立支援策という方が適
切だと思います。こちらの方が用語としてはより
正確だからです。

仕事と家庭の両立支援策にはさまざまな要素が
ありますが，私の研究は主として3つの要素に焦
点を当てています。第1に，有給の家族休暇制度
です。有給の家族休暇とは，母親や父親としての
休暇や，短期的に家族で緊急事態が起きたとき，
例えば，子どもの学校で緊急事態が起きたときな
どに取る休暇のことです。第2に，労働時間の規
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表1　労働市場内の地位別および性別の貧困率：相対的貧困，税引後，所得移転（再分配）後
　（2000年代初期～中期）

低 中高

英語圏諸国 男性 女性 女性–男性 男性 女性 女性–男性

オーストラリア 34.9 28.8 － 6.0 1.5 2.7 1.2

カナダ 35.6 30.5 － 5.2 4.9 6.5 1.6

アイルランド 28.9 30.4 1.5 3.5 3.8 0.3

英国 25.6 26.2 0.6 2.1 3.2 1.2

合衆国 35.1 29.6 － 5.5 7.0 8.5 1.6

平均 32.0 29.1 － 2.9 3.8 5.0 1.2

ヨーロッパ大陸諸国

オーストリア 22.7 14.2 － 8.5 2.7 2.8 0.1

ベルギー 26.8 17.9 － 9.0 0.8 1.6 0.8

フランス 18.9 15.9 － 3.0 2.8 2.5 － 0.3

ドイツ 14.7 13.0 － 1.7 3.5 4.9 1.3

ルクセンブルク 18.5 7.7 － 10.7 3.6 5.9 2.3

オランダ 11.9 11.2 － 0.7 1.6 2.1 0.4

平均 18.9 13.3 － 5.6 2.5 3.3 0.8

北欧諸国

デンマーク 14.3 9.2 － 5.0 1.3 1.6 0.3

フィンランド 16.6 10.8 － 5.8 1.9 1.3 － 0.5

ノルウェー 18.4 10.4 － 8.0 1.7 1.9 0.2

スウェーデン 21.3 14.4 － 7.0 2.0 2.3 0.3

平均 17.6 11.2 － 6.4 1.7 1.8 0.1

東欧諸国

ハンガリー 23.0 13.8 － 9.2 4.5 3.7 － 0.9

スロベニア 20.0 14.7 － 5.3 2.9 2.6 － 0.3

平均 21.5 14.2 － 7.2 3.7 3.1 － 0.6

南欧諸国

ギリシャ 17.0 14.5 － 2.5 3.4 3.0 － 0.4

イタリア 18.6 19.0 0.4 6.6 2.4 － 4.2

スペイン 15.4 15.3 － 0.1 5.8 5.4 － 0.4

平均 17.0 16.3 － 0.8 5.3 3.6 － 1.7
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制。これも非常に重要な政策の要素で，労働市場
における男女平等な雇用を形づくるものです。例
えば，週労働時間の規制や年労働時間の規制など
がこれに当たります。ご存じのとおりEUでは27
カ国すべてが，労働時間に対する何らかの規制措
置をとっています。こうした労働時間に対する規
制措置は，パートタイムかフルタイムかなどの労
働形態によらず，また，フレックスタイム制を申
請する法的な権利を与えています。こうしたこと
が，男女平等な雇用，そして，女性の労働市場内
での地位の向上につながっています。そして3つ
目は，幼児教育・保育政策を重要な要素として挙
げることができます。

図5が，今日ご説明する最後のスライドになり
ます。この図の引用元は，最近書き上げたばかり
の論文で，ジャーナル・オブ・ヨーロピアン・ソー
シャル・ポリシーの2010年6月号に掲載された研
究です（Ray, Gornick, and Schmitt, 2010）。図5

は，仕事と家庭の両立支援策に関して，寛容さ，
男女の平等，そして，有給家族休暇を，21カ国に
ついて比較したものです。これらの国は，今まで
お話をしてきた26カ国とほとんど同じですが，こ
の図の中には日本が入っておりますので，皆さま
にとっても関心のあるところだと思います。

図5を作成するにあたって，分析対象とした21
カ国について，家族休暇法に関する非常に詳細な
データを収集しました。これらは，2009年1月時
点での法律ですから，かなり新しいデータです。
ただし，オーストラリアについては，われわれが
得点化をした後に，大きな改正がありましたの
で，解釈に注意しなければなりません。ここで，
われわれは，各国における有給家族休暇の現状に
ついて，3つの側面からスコアリングを行いまし
た。まず，寛容さについてですが，フルタイムで
働いたとして，そのうちのどれだけの労働時間
が，母親や父親に所得として支払われているか，
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図5　国際比較の視点からみた有給家族休暇の実情
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と い う 指 標 を 作 成 し ま し た。 こ の Full time 
equivalentという指標は，基本的には，賃金交換
で実際に正規の労働時間で賃金を割った数値です
が，それぞれの国によって複雑な計算になってい
ます。国によっては，母親と父親で給付の仕方が
違うかもしれません。例えば，北欧諸国，特に南
ヨーロッパ，またカナダでは，夫婦双方に対して
この有給休暇が与えられています。そして，有給
休暇を夫婦の間で共有し，分割して取得すること
ができるようになっています。そうなると，父親
の方の休暇所得率が増える可能性があります。し
たがって，制度設計は非常に重要であり，国に
よって大きく違います。

寛容さの点から，休暇制度に関する得点をそれ
ぞれの国について計算するという本研究の手法
は，特に珍しい方法ではなく，有給休暇の取得が
何週間分の賃金所得と代替可能かを見るもので
す。ただ，われわれが独自に工夫した点として
は，制度設計における男女間の違いを詳細に考察
したということです。先行研究においても，われ
われの研究からも，制度設計によってインセン
ティブが変化するという共通の結論が得られまし
た。つまり，制度がどれくらい寛容であるかとい
うよりも，むしろ，実際に休暇を取得するイン
センティブがどの程度制度設計に組み込まれてい
るか，男性と女性のどちらが休暇を取得すること
により強いインセンティブがあるか，ということ
の方が重要であるということです。以上のことか
ら，21カ国に関して，男女平等，ジェンダーの公
平性の視点から2009年時点での法律を15点満点で
得点化しました。各国の得点については，図5の
横軸に国名が書かれていますのでご覧ください。

得点方法については，まず，賃金交換を5ポイン
トとしました。男性がもし家族休暇として与えら
れた有給休暇を取得した場合に，賃金代替率が高
ければ男性の休暇取得率が高まるので，高得点と
なります。また，この有給休暇の制度に関して，
男性だけに与えられている休暇，あるいは，男性
も取得可能な休暇を父親部分として評価しまし

た。この計算方法は少し複雑ですので，ここでの
説明は省きます。具体的な手法については，われ
われの論文をご覧ください（Ray, Gornick, and 
Schmitt, 2010）。この父親部分には，移転できる
ものと，移転できないものがあり，父親部分の中
で母親にも移転できるようなものがあるかどうか
によって，9点満点で評価しました。さらに，本
研究では，法律におけるさまざまなインセンティ
ブを評価しました。例えば，有給休暇の取得に関
して，男女間での平等な取得を奨励しているのか
どうかというような点です。もし，そういった
インセンティブ設計が制度として組み込まれてい
なければ，1ポイントマイナス，組み込まれてい
る場合は，1ポイントプラスとしています。これ
は，法律が，どの程度パートナー間での平等な休
暇の取得を奨励し，かつまた，それを可能にして
いるかを評価していることになります。

図5をご覧いただくと，制度の寛容さとジェン
ダーの公平性との間に，ほぼ正の相関があること
がおわかりになると思います。しかし，その一方
で，北欧諸国については両方の得点が高いが，ア
メリカの場合には，男女平等では高得点であるに
もかかわらず，制度設計自体は決して寛容とはい
えません。日本の場合はその逆で，寛容さは中程
度ですが，制度設計，インセンティブのあり方，
男女平等という観点では得点が低くなっていま
す。男女の公平性という視点から制度設計を評価
すると，図5の一番左側に15点満点で14点のス
ウェーデン，その次に12点のフィンランドやノル
ウェーといった北欧諸国がきて，それから，
ちょっと驚きですが，ギリシャも同じく12点と
なっています。こうした結果については少し考察
を加えなければならないでしょう。われわれの研
究は，政策のあり方を見ているわけで，実際に起
きていることを見ているわけではありません。ギ
リシャは，政策や制度設計としては非常に男女平
等であると思います。ただし，ほかの北欧諸国と
ギリシャとの違いは，ギリシャでは，労働市場に
おいて公式な推計に表れない部分が多く，そうし
た要因がこの分析ではカバーしきれていません。
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ここで強調しておきたいことは，こうした結果は
あくまでもギリシャの制度設計を示しているので
あって，実際の休暇の取得可能性とは別の問題で
あるということです。これは，極めて重要な問題
であります。さらに右へ進んでいくとニュージー
ランドが6点，日本が5点，オーストラリアが1
点，スイスは0点です。ちなみに，ニュージーラン
ドでは，休暇のほとんどが父親から母親に移転で
きるという新たな制度を取り入れましたし，先ほ
ど申し上げたように，オーストラリアでは新しい
法律が2011年に施行されています。

以上のことから，制度設計だけを見ると，国に
よってかなりのばらつきがあることがわかます。
ここで私たちが強調したい点は，有給の家族休暇
制度に関しては，どれくらい制度が寛容であるか
ではなく，制度が，どの程度までインセンティブ
を提供しているか，つまり，母親や父親が実際に
有給休暇を取得するようなインセンティブが制度
に組み込まれているか，ということが重要である
ということです。

有給の家族休暇制度に関する研究ではよく指摘
されることですが，こういった休暇制度は，女性
の労働市場内の地位に対しては良い面もあり，悪
い面もあります。つまり，労働市場の男女平等に
ついてもプラスの面とマイナスの面があるという
ことです。有給休暇に対する制度設計は，労働市
場における女性の地位や男女平等の観点からも非
常に重要ですが，これは制度や政策研究における
大きな課題でもあります。仮に，女性が，出産や
育児で2 ～ 3年の間労働市場から離れてしまうと，
人的資源という意味で問題が生じ，ひいては，雇
用主が女性を差別するインセンティブにつながる
危険性があります。出産や育児に伴う有給休暇が
6カ月～ 12カ月位の短期間ですと，取得代替率も
高く，女性の労働市場における地位も損なわれる
ことがありません。またそうした場合は，母親が
労働市場に出産後1年以内に復活する確率が高
く，さらには，同じ職場に復帰する可能性が高い
ことが知られています。つまり，このことは，有

給休暇を取得することで母親の所得が低くなる確
率を軽減しているといえます。このように，休暇
に対する制度設計は，女性にとって有利になった
り，不利になったりする可能性があります。

昨今，有給休暇の制度設計が，父親の意思決定
や行動にどのようなインパクトを与えるかという
ことに関して，非常に多くの研究が蓄積されつつ
あります。特に北欧諸国の場合，そういった事例
が数多く見られます。つまり，父親だけが取得で
きる有給休暇制度が設置され，父親が取得しなけ
れば有給休暇の権利が失われるといった制度で
す。例えば，スウェーデンの場合は12カ月間カッ
プルでの有給休暇が取得可能ですが，それが13カ
月に改正されました。ただし，13カ月になるの
は，父親が有給休暇を取得した場合に限られま
す。ノルウェーでも，またその他諸国でも同じよ
うな改正が行われています。このように，父親か
ら母親へ移転できない有給休暇が増えると，父親
の有給休暇の取得率は10倍になります。こうした
現象は，男女平等全体からみれば，本当に一部分
でしかありませんが，かなり強力なツールと考え
てもよいでしょう。

さらに，もう一つ非常に注目を集めている事例
で，われわれの論文中にも言及しておきました
が，小国アイスランドでは，何年も前から，共有
できる9カ月間の有給休暇をカップルに認める法
律があります。しかし，男性の取得率が非常に低
いということで，2000年に法律が改正されまし
た。従来認められていた9カ月を3つの期間に分
け，3カ月は母親のみ，3カ月は男性のパートナー
つまり父親のみ，そして残りの3カ月は共有でと
れる期間としました。そうなると，もし男性が3
カ月間の有給休暇を取らなければ，その分の休暇
取得権を失ってしまうということになるため，改
正後1年で，男性の取得率が20倍にはね上がった
のです。このアイスランドの事例からも，制度設
計に男性の意思決定や行動が極めて有意に反応す
るこということがわかります。したがって，こう
した制度設計のあり方，制度へのインセンティブ
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の組み込み方は，男女平等社会へ向けての小さな
一歩ですが，強力なツールであることがわかり
ます。

私の発表は以上です。この後のパネルディス
カッションも楽しみにしております。ご清聴，ど
うもありがとうございました。
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